


-1-



-2-



-3-



-4-



-5-



-6-



-7-



-8-



2023．07.24 
（司会進行 奥山） 

◆質疑応答 
Ｑ1（太田後援会長） 

公務員による選挙運動について教えてください。公務員はできないというこ

とですが、公務員ＯＢの先輩の方々からいろいろ言われて、困っているという現

職が多いわけですが、この辺の対応について、お聞かせ願えればと思います。 
 
Ans1（小林） 

 選挙運動について、現職の後輩の方々へしにくいということですが、公務員は、

選挙運動ができないということは、地位を利用した選挙運動をできないという

ことです。例えば、入札や人事の件などが該当してきます。そういったものをチ

ラつかせながらやってはいけないということです。かたや、地位を利用しなけれ

ば公職選挙法上はいいことになっているが、国家公務員、地方公務員の倫理規定

などに定められていればできないことになります。自ら、リーフレットを渡して

運動することは、できないと思いますが、受け取ることは可能です。ＯＢの方々

から現職の公務員の方々へ選挙等のビラを配ることにはなんの問題がありませ

ん。ビラを渡してくれはだめですが、君が応援してくれと言いビラを渡すぶんに

はなんの問題はない。 
 
Ｑ２（長野県） 

 選挙用ポスターについて、他を見てますと、ポスターを張る板を大きめにして、

なんとか比例代表候補等にして、わかりやすくしている例があります。これは、

いいなと思い、食料とか農業を守るということを、補足して掲示することができ

ればと思いました。こういった対応についてお聞かせください。 
 
Ans2（小林） 

 広報掲示板を作成して、宮崎まさおのポスターを貼るということだと思いま

す。広報掲示板を作るようでしたら、まだ 2 年ありますので早目に作っていた
だいて、広報掲示版と明記したうえで、そこにポスターを貼る分には問題はない。

それは、進藤さん宮崎さんのポスターを普段から貼っておくことが必要になり

ます。選挙ポスターは裏張りができず、貼った板ごと、壁にかけることになって

います。選挙期間中にそういったことをすると、違反の要素が高くなるので普段

から広報掲示板としての利用することを行い、実績づくりをしておくことが大

事だと思います。 
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 ○○政治連盟掲示板、政党名、名前、キャッチフレーズなどと思いますが、他

の党が既にやっており、その地域で指摘を受けていないとすれば大丈夫と思い

ます。ただ、キャッチフレーズの場合、同じキャッチフレーズを選挙の時も同じ

内容を使った場合、事前運動ではないかと指摘を受ける場合があります。 
 普段から掲示板として使う分には問題ありません。 
 
Ｑ３（事前に送付いただいた質問） 

国の若手職員の中には、進藤・宮崎議員がかつて国の職員であって、現在、土

地改良や国の施策推進のため尽力していることを、わかっていない職員がいま

す。職員ＯＢからの電話、職員宿舎施設等へのパンフの投函等を、今回は早い時

期から、行っておりますが、現役職員への適切な対応の仕方等について御教示く

ださい。それから、多くの技術職員が農業振興技術連盟に所属しております。両

議員からの話を機関誌へ投稿などできないものでしょうか。ということで、情報

提供の意見がございました。 
 
Ans３（志村） 

 選挙運動については、公示日直前までと書かれています。平時においては、情

報共有に努めていただければいいのではと思います。また、後援会活動を行う上

でも、併せて入会申込み等を行っていただければいいと思います。後は、名前を

憶えていただくために、農村振興とはということでしたが、こちらの会誌に議員

が投稿するのは問題ありません。事前運動としてみなされないように、公示日直

前などにするのではなく時期的な配慮が必要と思います。当然先生方から投稿

していただく分には問題ありません。 
（小林）ちょっと確認させてください。全国農村振興技術連盟とは、全国土地改

良事業団体連合会さんと同様、公共性の高い団体さんでしょうか。それとも土地

改良政治連盟さんと同様政治活動をしてもいい団体さんでしょうか。 
（奥田連盟委員長）すいません。全国農村振興技術連盟の奥田でございます。 
農村の発展に技術を提供し寄与していくための集まりで、任意団体になります。 
戦後直後、昭和 22年に設立して、第 2回目の参議院選挙の際に、自分たちの代
表を送るために選挙活動をやっておりました。それ以降、政治連盟にわかれてい

ったということを、理解していただければいいのではと思います。議員が投稿す

ることに関しては、先ほどの留意点に気をつけながらやっていきたいと思いま

す。地方連盟のイベントに参加していただき、そこに載せていただくことで回数

が増えると思いますのでよろしくお願いいたします。そういったお願いをした

いと思います。 
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Q4（事前質問） 

 投票日にしてはいけないＮＧの選挙活動について 
 
Ans（志村）  

 先程の資料にありましたように、投票促進運動になります。一つ例にあげさし

てもらえば、○○さんに投票してくださいと言ってしまえばアウトですが、電話

で投票いかれましたかと聞く内容であればいいです。電話していただける方に、

認識を共有するとともに、文言をあらかじめ作っておいて、読み上げさえすれば

違反にならないということです。是非、投票促進をやっていただければと思いま

す。 
 
Q5（事前質問） 

 県の土地改良政治連盟の使途制限について、教えてください。特に、議員や同

行者が来県された際の飲食費について、こちらのスタッフを含め使用制限つい

て御教示願います。 
 
Ans5（小林） 

 こちらについて、結論から言いますと、公職選挙法、政治資金規正法には特に

ありません。各地域の政治連盟規則に金額等の規制があれば、それに従っていた

だければと思います。回答になっているかわかりませんが、政治団体は、収支報

告書を提出されますが、土地改良政治連盟さまは、一般の政治団体と同じで、収

支報告書に出さなければならないのは、一件当たり 5 万円以上となっておりま
す。5万以下であればいいのではということになっておりますが、土地改良政治
連盟さんで具体の取り決めがあれば、それに従っていただくことになります。そ

れ以外は、そういった活動の制限は特にありません。この話は、政治活動の期間

中であるということを年頭においてお話をさせて頂いている。 
選挙期間中においては、選挙事務所しか支出できません。 
 
Q6（事前質問） 

 現職の方々へ、候補者応援のお願いをするにあたり、公職選挙法や地方公務員

法に抵触しないような、決め台詞があればご教授いただきたい。たとえば両親、

子、祖父母、孫などの親族に対し、口頭またはリーフレットをもって、投票依頼

することに対し投票をお願いすること。 
Ans6（志村） 

 パンフレットを渡す際においては、特に決め台詞はないのですが、しっかりと

した意識をもって伝えることが重要と思います。今一度、違反にならないと言う
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ところをご確認願えればと思います。 
 
Q7（事前質問） 

 県において、農業農村の未来を考える会（宮城県_任意団体）を立ち上げ、関
心のある者を会員として集め、後援会名簿のように情報を集め活動を行うこと

に問題はないか。 
 
Ans7（小林） 

 任意のグループですね。政治活動することに対してまったく問題はありませ

ん。 
 
Q8（事前質問） 

 後援会活動をする方々への手当についてになります。ポスター貼り、リーフレ

ットの配布、説明会会場準備等、日常の政治活動の準備に携わるのは、土地改良

区の事務局長等である。改良区は公益団体であることから、土地連同様勤務時間

内にはできないことになっており、改良区の公用車利用や時間内における人員

充当なども困難となっている。改良区の役員や事務局長などが東奔西走し全部

やっていただいており忍びない。政治連盟としては、賃金、臨時的雇用の費目は

有するが、一般にはどのような名目で支払うのが適切かつ勘弁か伺いたいと思

います。 
 
Ans7（小林） 

 いろいろ細かい所を詰め始めると、なかなか難しいのですが、今、この時期の

政治活動についておっしゃっていることと思います。看板設置撤去、ポスター張

り、パンフレット配布、時局講演会準備等、こういったことを今の時期に行うこ

とについてと思います。あくまでも、選挙運動ではなく政治活動であるといった

ことだと思います。政治活動について対価の支払いすることは、もちろん政治団

体の方からできるわけです。賃金や燃料費等ということでございますが、ガソリ

ン代や電車賃なども捻出できます。手間賃などもお支払いしても構いませんが、

ただ、ここで一点ありますのは、現職の土地改良区事務局長さんへのお支払いは

むずかしくなるのではと思います。 
政治連盟としては、お手伝いしていただいた方へは、お支払いできることになっ

ております。 
 どこの費目に充てたらという御質問でしたけども、収支報告の分類上、経常経

費と政治活動費になりますが、この場合は、いつも発生するものでないので、政

治活動費になります。組織対策費やポスターを貼るという事ですので、広報にも
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該当すると思います。どちらにするのかということになりますが、組織内で協議

していただき決めていただければと思います。 
 
Q8（事前質問） 

選挙期間中に当県に入るのは一日のみです。それ以外に個人演説会を開催し

たいと思いますが、経験がないので開催方法をご教授いただきたい。弁士、場所、

案内方法等に制限ありますか。 
 
Ans8（志村） 

 説明会に関する質問、基本的に演説会を開催するときには、配布物、案内方法

等も資料に掲載されております。候補者のビラは会場で配ることができますの

で、こちらの資料をご確認くだし。案内方法は、関係者へ内部、事務連絡の方法

ということでとどめていただければと思います。これらを、不特定多数の方々配

ってしまうと、選挙違反になりかねますので、この辺はご留意ください。ＳＮＳ

とかで。一般に告知する分には問題ない。広く告知したい場合はＳＮＳを活用し

ていただきたいし、具体の話に関しては、ハンドブック Q&A（P.42）に掲載さ
れているので、こちらをご覧ください。 
 
 
補足（小林） 

 土地改良政治連盟の方々から講演依頼を受けた場合に関して、全国土地改良

事業団体と土地改良政治連盟は表裏一体と思います。他の団体も同様のケース

がありますが、選挙が近づくと、全土連の会議の後に、政治連盟の行事するよう

な 2 階建て構造になっております。全国的にもそうだし、県レベルでもそうだ
と思います。その場合、釈迦に説法になるかと思いますが、連合会さまの会合を

やって、しっかりと会議を閉めることが重要になります。 
 選挙はがきの送付について、15万枚出せます。郵便局に実際出した枚数です。
宛名書きの作業は事前運動に該当しないので、準備するのであれば今からでも

可能なので、今からでも着手できるのではと思います。 
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